
給与の不支給に係る給与システムの入力について 
【Q49】（日割計算情報）の入力 

・90 日を超える病気休暇は、給料（教職調整額及び給料の調整額を含む。）・地域手当が

不支給となる。（その他、へき地手当・寒冷地手当など支給されない諸手当あり） 

・Q49 で不支給となる日数を入力する。 

・不支給期間中は、毎例月入力が必要。 

・不支給期間中の休日は不支給としないので注意してください。 

   

［例］不支給期間 平成２８年１２月１日～１２月３１日  

   週休日 ９日、 休日 ３日（祝日 1 日、年末年始 ２日） 

 

「日割病休情報」欄   不支給となる日数 １９日を分子に入力する。 

 

【Q50】（期末・勤勉手当支給率）の入力 

 ・基準日が不支給期間である場合は、期末・勤勉手当は支給しない。 

・支給率・加算率情報の病気休暇区分を「無給」で登録する。 

（入力時期については、給与事務連絡にてお知らせします。） 

 


